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カスハラの放置は企業の

責任を問われます 

 

昨年 12 月に公表された連

合の調査結果によると、カス

タマー・ハラスメントで一番

多いのは「暴言」（55.3％）、

次いで「説教など、権威的な

態度」（46.7%）だそうです

（「カスタマー・ハラスメン

トに関する調査 2022」）。こ

の調査は、18 歳～65 歳の被

雇用者・フリーランスで、直

近３年間で自身もしくは同

じ職場の人がカスタマー・ハ

ラスメントを受けたことが

ある人1,000名に質問を行っ

たものです。 

 

◆カスハラは増えている 

人手不足によるサービス

の変化・低下やコロナ禍を背

景に、カスタマー・ハラスメ

ントの発生件数が増えてい

ます。直近５年間で「発生件

数が増えた」との回答が

36.9%あったそうです。 

カスハラが発生したきっ

かけとして、勘違いや嫌がら

せ、商品・サービスへの不満

もありますが、「制度上の不

備」との回答が 16.3％あった

そうです。制度の不備とは、

「不備な制度の放置」でもあ

りますので、会社の責任とい

う面が強いと思われます。 

 

◆カスハラ放置の影響 

どのようなきっかけのカ

スハラでも、それを放置して

いると会社の安全配慮義務

違反を問われることにつな

がります。会社は、従業員の

心身の安全を守る必要があ

りますが、この調査による

と、カスハラ対応マニュアル

の作成や研修を行っている

会社は半数以下のようです。 

カスハラにより、従業員の

ストレスが高まり心身に不

調が発生し業務が行えなく

なる、満足な対応が行えない

会社の状況を見た他の従業

員が辞めてしまう、そうした

情報が広まり人材の採用が

できない、といった悪循環が

生まれます。 

カスハラを放置しない、発

生した場合のサポートを行

うことについて、現場任せに

せず、カスハラを容認しない

方針を会社として対外的に

発表する、社内規則を整備す

る、マニュアルを整備すると

いった対策について、会社は

十分に検討して実施する必

要があります。 

【連合「カスタマー・ハラス

メントに関する調査 2022」】 

https://www.jtuc-

rengo.or.jp/info/chousa/data

/20221216.pdf 

 

 

 

昨年の実質賃金 0.9％減

～毎月勤労統計調査 

令和４年分結果速報 

 

◆現金給与総額と実質賃金 

現金給与総額は前年比

2.1％増の326,157円となり、

1991 年以来 31 年ぶりの伸び

幅となりました。一方、物価

の変動を反映した実質賃金

は前年比 0.9％減少と、２年

ぶりのマイナスとなりまし

た。 

現金給与総額（名目賃金）

は、コロナ禍で落ち込んだ経

済の回復を背景に 2.1％増加

しましたが、賃金の実質水準

を算出する指標となる物価
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（持ち家の家賃換算分を除

く総合指数）が 3.0％の上昇

となったため、実質賃金はマ

イナスとなりました。 

給与総額のうち基本給に

あたる所定内給与は 1.2％

増、残業代などの所定外給与

は 5.0％増となりました。賞

与を含む特別に支払われた

給与は 5.1％増と大きく伸び

ました。就業形態別にみる

と、正社員など一般労働者の

給与総額は 2.3％増、パート

タイム労働者は 2.6％増でし

た。 

厚生労働省は「コロナの影

響で落ち込んでいたボーナ

スが４年ぶりに増加するな

ど給与は増加傾向であるも

のの、物価の上昇に賃金が追

い付いていない状況」として

います。 

 

◆労働時間 

労働者一人平均の総実労

働時間（就業形態計）は、昨

年比 0.1％増の 136.2時間で

した。そのうち所定内労働時

間は 0.3％減の 126.1時間、

所定外労働時間は 4.6％増の

10.1時間となりました。 

 

◆雇 用 

常用雇用（就業形態計）は

昨年比 0.9％増の 51,342 千

人となりました。就業形態別

にみると、一般労働者は

0.5％増の 35,130千人、パー

トタイム労働者は 1.9％増の

16,212千人でした。 

 

詳しくは、こちらをご覧く

ださい。 

 

【厚生労働省「毎月勤労統計

調査  令和４年分結果速

報」】 

https://www.mhlw.go.jp/to

ukei/itiran/roudou/monthl

y/r04/22cp/22cp.html 

 

 

3 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 個人の青色申告承認申

請書の提出＜新規適用

のもの＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税およ

び市町村民税の申告［市

区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務

署］ 

○ 個人事業所税の申告

［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨

年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限

［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の

届出書の提出［税務署］ 

○ 財産債務調書、国外財産

調書の提出 

～当事務所より一言～ 

「菜の花や  月は東に 

日は西に」春ですね。コロ

ナもだいぶ忘れ去られた

感じになり、このまま上手

く収束してくれたらいい

なと思ってます。 

私ごとですが、娘も大学

に無事合格することがで

き、早速髪色を変えたりし

て楽しそうです。 

若いのだから、限界を感

じず、夢をもって突き進ん

で欲しいです。 

 

○ 総収入金額報告書の提

出［税務署］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の

確定申告期限［税務署］ 


